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市民意見募集（パブリックコメント）結果 

「和歌山都市計画（用途地域・特別用途地区）の変更（素案）」に関するご意見を募集した結

果、４件のご意見をいただきましたので、次のとおり公表します。 

 

■ 募集案件の概要 

募集案件 和歌山都市計画（用途地域・特別用途地区）の変更（素案） 

受付期間 令和４年７月１日～令和４年８月５日 

ご意見の件数 ２名・４件 

 

■ ご意見の概要と市の考え方 

No. 
和歌山都市計画（用途地域・特別用途地区）

の変更（素案）についてのご意見 
市の考え方 

１ P.20 で、和歌山城公園やその周辺を、

第 1 種住居地域に変更するとされている

が、「地区の将来像整備方針」が不明確で、

理由が分からない。具定例として何を想定

しているのか記載してほしい。「ホテルを

誘致できるようにしたい」や「3階建て以

上又は 1,500 ㎡以上の店舗や事務所を新

築できるようにしたい」という意図か？史

跡の中心エリアを緩和し過ぎていないか

心配。 

和歌山城公園区域に立地する和歌山城天

守閣をはじめ、売店を併設する休憩所や観光

案内所、歴史館、管理事務所が併設する和歌

山市役所の南別館の建物等は、市民の憩いに

供するために必要な施設であります。 

このたびの用途地域の変更は、これらの施

設用途に応じて見直すものであり、新たな建

築物の建築を意図するものではございませ

ん。 

なお、建築物の建築や工作物の設置等につ

いては文化財保護の観点から適正に制限が

課せられているところです。 

２ P.25 で、岡公園を第 1 種住居地域に変

更するとされているが、「地区の将来像整

備方針」にある「小規模オフィスや店舗等

の立地」を公園内に想定されているなら

ば、第２種中高層住居専用地域で十分かと

思われ、理由が分からない。具定例として

何を想定しているのか記載してほしい。

「岡公園を縮小したい」や「ホテルを誘致

できるようにしたい」、「3階建て以上又は

1,500 ㎡以上の店舗や事務所を新築でき

るようにしたい」という意図か？公園を緩

和し過ぎていないか心配。 

本市では、住宅及び都市機能増進施設（医

療施設、福祉施設、商業施設、その他の都市

の居住者の共同の福祉及び利便のため必要

な施設であって、都市機能の増進に著しく寄

与するもの）の立地の適性を図るため、平成

２９年３月に「立地適正化計画」を策定しま

した。 

当該計画に位置づけた「中心拠点区域」で

は、本市ならび広域圏の中心的な機能を担う

地区として、商業・業務、医療、子育て支援、

地域文化等の都市機能のさらなる集積によ

る魅力の向上を図り、商業の活性化やまちな

か居住を促進し、交流人口の拡大による賑わ
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いのある拠点の創出を目指しています。 

ご意見いただきました「５ 吹上・広瀬地

区」は、当該計画において中心拠点区域に隣

接する地区であり、将来整備方針にお示しし

たとおり、一体的な土地利用の促進を図って

いく趣旨から第一種住居地域に見直しを行

うものですが、当該地区の大部分には、「徳

川家御廟」をはじめ、寺社及び墓地の土地利

用が多く、また北部には「岡公園」や「弁財

天社」、「紀州徳川神社」の森が広がる歴史や

自然の風景のおもむきのある地区でもある

ことから風致地区に定めており、変更後もそ

の規制の下、自然環境と調和した良好な住環

境に努めて参ります。 

３ 今回のパブリックコメントを拝見する

ことで，このような用地の区分があると知

ることができ，大変嬉しく思います． 

さて，まず用地の細かい部分に関して

は，細かすぎて，変更するとどうなるのか

想像しづらいです．現状との乖離を是正す

るための改訂ならば，改訂によってどのよ

うなメリットがあり，今後どのような街に

なるのか，具体的に書いて欲しいと思いま

す． 

本市では、都市計画に関する基本的な方針

を定めた和歌山市都市計画マスタープラン

を策定しており、令和２年８月に一部変更し

ました。 

内容としましては、新たな施策展開に向

け、都市の将来像や土地利用の基本方針な

ど、和歌山市のこれからの時代に応じた都市

づくりの方針として、第５次長期総合基本構

想や県の都市計画区域マスタープランの改

定に加え、まち・ひと・しごと創生法の改正

に基づく「和歌山市人口ビジョン」及び「和

歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」や

都市再生特別措置法の改正に基づく「和歌山

市立地適正化計画」の策定、さらに「和歌山

環状道路構想及び和歌山南スマートインタ

ーチェンジ周辺の産業誘導」を促進する目的

などを掲げております。 

今回の用途地域の見直しは、上述の都市計

画マスタープランの基本方針に基づき行う

もので、令和２年度に実施した都市計画基礎

調査による土地利用の状況などの結果を踏

まえ、現況に即した土地利用及び地域活性化

のための土地利用の実現を目指し、都市計画

道路の変更に伴い、沿道の用途地域について
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もあわせて見直しを行うことにより、各地区

に応じた適正な土地利用の転換を図るもの

です。 

４ 次に，大規模集客施設制限地区に関して

ですが，記述が少なすぎて，これだけでは

何も分かりません．また，この大規模集客

施設制限地区とは，具体的にどのような基

準で設けられているのでしょうか？資料

には，『商業地域・近隣商業地域の土地利

用を増進させ中心地の発展を図るため，準

工業地域に対して，「大規模集客制限地区」

の特別用途地区を定めている』と書かれて

います．具体的な内容として，映画館や飲

食店，店舗などの床面積が 1万平方メート

ルを超えるものとされています． 

和歌山市を訪れた県外の知人や私自身

も，集客できる施設が少なすぎると考えて

いました．これは，以前から思っていたこ

となのですが，和歌山に小売店などの店舗

が少ないように思います．近畿地方や中部

地方など，和歌山近辺に店舗を展開してい

る企業は数多くありますが，和歌山だけ出

店していないということが意外と多いで

す．例えば，スギ薬局は，中部地方を中心

に関西と関東に展開していますが，関西で

は和歌山だけ店舗がありません．コンビニ

のミニストップも同じく，和歌山のみあり

ません．雑貨屋の東急ハンズや Loft も同

様にありません．ポイントは，関西圏で和

歌山だけに存在していないという事です． 

 和歌山市の立地状況の悪さが原因であ

るなら，交通面で改善が望ましいと思いま

す（市内なら，LRTを敷いて，和歌山市中

心部の交通を改善する．県外からなら，四

国新幹線の誘致や紀淡海峡大橋による近

畿環状道路を形成するなど）．一方，和歌

山市側が大規模店舗を展開する用地を制

限しているからであるならば，もっと大規

和歌山市都市計画マスタープランでは、土

地利用方針として、「多極型のコンパクトな

まちづくり」の実現に向けて、都市機能が集

積した利便性の高い市街地を形成するため、

土地利用を誘導するものとしています。 

また、商業地域・近隣商業地域の土地利用

を増進させ中心市街地の発展を図るため、準

工業地域で床面積一万㎡を超える大規模集

客施設の立地を規制する「大規模集客施設制

限地区」の特別用途地区を指定しておりま

す。 

今回の変更は、準工業地域から第一種住居

地域への用途地域の変更に伴い、特別用途地

区を指定しなくても同様の規制が可能とな

ることから、特別用途地区を一部廃止するも

のであります。 

頂いたご意見については、今後の施策の参

考とさせていただきます。 
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模な特別用途地区の改訂が必要ではない

かと思ったりします．どうして，数 ha 程

度の小規模な改訂になったのでしょう

か？しかも，空洞化を防ぐためにも仕方な

いのかもしれませんが，改訂後は全て住居

用の用地になっています．この改訂の根拠

に加えて，大規模集客制限地区を大規模改

訂するなどして，集客面を向上させること

等は考えているのか，お答えいただけると

嬉しいです． 

和歌山市の発展のために，大規模な変更

を施して，より良い町の形に変えてくれれ

ばと思います． 

 


